
〈研究論文〉

北松炭田地域におけるＡ養護老人ホームと
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� はじめに

北松炭田地域とは、長崎県北部の北松浦半島

一帯にある炭田地域を指す。採炭事業の歴史は

江戸後期に遡るが、明治時代に入り、国策とし

て石炭鉱業の近代化が奨励されると近代的設備

が整った炭鉱が相次いで開かれた。全国的には

石炭産業が低迷の兆しを見せていた昭和３０年代

初頭、北松炭田地域の採炭事業は操業中の炭鉱

９８か所、年間出炭量３３６万トン（全国５５００万ト

ン、長崎県６００万トン）、従業員総数約１８，０００人

（長崎県４０，０００人）に及んだといわれる。した

がって、北松炭田地域の採炭事業においては最

盛期ともいわれる。長崎県内で最も出炭量が多

かった地域である。佐世保港の艦船や周囲の諸

工場に供給し、その発展を支えた。その後エネ

ルギー革命の進行に伴う合理化の中で閉山が急

速に進み、１９７３（昭和４８）年１１月を最後に北松

炭田地域の石炭採掘の歴史は終わった。地域の

中核産業であった採炭事業（国勢調査：１９５７年

で全体の約５７％が採炭事業を含む鉱業従事者）

の終了は、街の様相を一夜にして変えてしまう

結果となったといわれる。

一方、１９６３（昭和３８）年の老人福祉法に基づ

く高齢者施設は、利用者の状態に応じ特別養護

老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム

に区分されるが、目的、方針、設備及び運営に

関する基準など各々異なる。つまり常時介護を

必要とするが居宅で困難な６５歳以上の者を収容

し、日常の介護を行う特別養護老人ホーム、無

料または低額な料金で地域での生活が困難な６０

歳上の者を収容し、日常生活の支援を行う軽費

老人ホーム、身体上・精神上（のちに削除）及

び環境上・経済上の理由から地域での生活が困

難な６５歳上の者を収容し、自立した生活復帰と

社会参加をめざす養護老人ホームである。これ

ら老人ホームの原初として東京聖ヒルダ院養老

院が挙げられ、高齢者だけを収容保護する目的

で１８９５（明治２８）年に開設された。その後、神

戸友愛養老院、名古屋養老院、大阪養老院、東

京養老院の開設が続く。しかしながら、戦前の

社会福祉関係法においては高齢者という区分は

されておらず、生活困窮者として旧生活保護法

に基づく保護施設において援護を受けた。

養老院は今日の養護老人ホームの前身になる

が、救貧施設としての性格は現在においても変
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化はなく、措置制度のもと対応している。当時

の厚生白書によれば、養老院の数は１９５０（昭和

２５）年に１７２施設、１９５５（昭和３０）年に４６０施設、

１９６０（昭和３５）年に６０７施設と急増し、１０年間

で約３．５倍となっている。昭和３５年度版厚生白

書の中でこの増加要因を、「老齢人口の急増」

と、「家族による私的扶養の方式が崩れつつあ

るため」と挙げている。増加はこの３年後の老

人福祉法制定にも影響を与えた。制定の経緯に

ついて、�戦後の急速な出生率の低下及び公衆

衛生の向上等に基づく死亡率の減少による老齢

人口の増加が予想されること、�第一次産業に

従事している高齢者が多い（６０歳以上男子

５６％）が、産業構造の近代化に伴い第一次産業

部門の需要が減少することによる高齢者の就業

困難が予想されること、�高齢者に対する私的

扶養は家族生活の形体のうえでも、一般の国民

の意識のうえでも漸次減退を見せる傾向にある

こと、�社会環境が都市的、画一的、近代的な

ものへと変化し、高齢者にとって住みにくい環

境となる傾向にあること、等が挙げられてい

る。つまり老齢人口の増加と就業問題、家族制

度の崩壊、社会環境の変化、の４つが老人福祉

法制定の要因となった１。

このような歴史的背景の中で、研究対象であ

るＡ養護老人ホームは１９６０（昭和３５）年４月に

北松浦半島一帯１市１１町２村（図１、松浦市・

生月町・宇久町・江迎町・小値賀町・小佐々

町・佐々町・鹿町町・世知原町・田平町・福島

町・吉井町・鷹島村（のち町）、大島村）の共

同利用施設「養老院」として、生活保護法に規

定する老人収容を目的に開設され、所在地の鹿

町町が管理運営にあたった。１９５２（昭和２７）年

には平戸にすでに町立養老院があったが、北松

浦半島一帯としては初めての養老院である。元

施設職員は施設開設のきっかけを、「開設当初、

国による石炭から石油への『戦後エネルギー政

策』の変換により、それまで町や地域の中核産

図１ 北松炭田地域分布図

出所：国土交通省国土地理院全国都道府県・市町村合併新旧一覧図 長崎県
http://www.gsi.go.jp/common/000049773.pdf 一部改変
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業であった採炭が終了し、炭鉱の閉山、それに

より町や地域が、あたかも一夜にして崩壊し、

働き手は町を出た。残された風景は『自然』そ

のものと、行き場を失った高齢者たちであっ

た。その高齢者の『生活の場』として設立され

た」と述べている２。したがって、石炭産業と

高齢者問題を切り離して考えることはできな

い。

先行研究として、北海道、福岡を中心とした

施設及び炭鉱に関する著書や研究は多く認めら

れるが、北松炭田地域に関するものは郷土史を

除き多くを認めることはできない。本研究によ

り、炭田地域においてエネルギー政策の変換と

いう国策の中で、行き場を失った高齢者の実態

を知ることは施設設置の意義を問うことに繋が

る。したがって、本研究の目的は、エネルギー

政策変換の中で北松炭田地域に北松浦半島一帯

の共同利用施設として開設された A養護老人

ホームの歴史とそこで暮らす高齢者の実態を報

告するとともに、当時の社会背景を通して施設

設置の意義を明らかにすることにある。なお、

研究対象期間は１９６０（昭和３５）年開設の年から

民間に移行する前年度の２００４（平成１６）年３月

末までの町行政下であった４４年間とする。

なお、文中の下線部は、本研究の重要なキー

ワードとして示した。

� 研究方法

第一次資料として除籍簿や介護記録、研修記

録、事務引き継ぎ書、第二次資料として『創立

５０周年記念誌』を用い、入所者の背景や入所理

由等について分析しまとめる。また、情報確認

の必要な箇所については元職員への聞き取りを

行う。施設変遷及び当時の社会背景については

郷土史や炭鉱誌を参考にする。

� 倫理的配慮

２０１０年に当時施設管理運営にあたった鹿町町

町長及び施設管理責任者（理事長）に対し、調

査目的・方法、Ａ養護老人ホームの入所者に関

する記録及び関係諸資料の使用、個人情報の保

護等について記載した文書を提出し、調査・研

究の承諾を得た。さらに今回の発表に際し、再

度、施設管理責任者に文書をもって承諾を得

た。

� 結果―Ａ養護老人ホームの歴史とそ

こに暮らす人々の実態

１．Ａ養護老人ホームの変遷とそれを取り巻

く社会環境

１）施設の変遷

表１は、施設変遷とそれを取り巻く社会環境

をまとめたものである。１９５８（昭和３３）年４月、

北松浦郡町村の意見として長崎県に対し、鹿町

町への北松浦郡の養老院建設案を陳情した（老

人福祉法第１５条「市町村は、あらかじめ厚生労

働省令で定める事項を都道府県知事に届け

る」）。また同年同月の鹿町町広報誌『ししまち

（昭和３３年４月１０日発行）』において、「運営は

教育的立場から意義がある」という町長の言葉

を掲載している。しかしながら、その意義の根

拠は明らかにされていない。同年９月には町議

会において公共事業費削減のため建設は見送り

となった。１９５９（昭和３４）年１１月、一旦見送ら

れていた養老院建設は開始された。翌１９６０年１

月１日の鹿町町広報誌『鹿町』において、町長

の「新年の挨拶」として、「郡下の恵まれない

お年寄りを収容する養老院の建設が始まりまし

た。収容定員６３名で生活扶助料をもらって生活

している６０歳以上の老人が収容されます。」と

北松炭田地域におけるＡ養護老人ホームとそこに暮らす人々の歴史研究

－６１－



掲載している。同年３月２５日にＡ町立養老院落

成、４月１日に北松浦半島一帯１市１１町２村の

共同利用施設として開設した。運営管理は施設

が立地されている鹿町町が行った。管理棟は元

小学校分教場校舎を改築し、老人棟２棟のみ新

築した。そこが行き場を失った高齢者の『生活

の場』となった。

行き場を失った高齢者の中には、１９５９（昭和

３４）年に制定された炭鉱離職者臨時措置法から

も漏れてしまった高齢者も含まれる。炭鉱離職

者臨時措置法とは炭鉱離職者の職業安定法であ

る。炭鉱離職者の現状及び今後の雇用動向等に

鑑み、職業の転換支援、職業訓練、再就職に関

する援護等により職業及び生活の安定を図る目

的がある。しかし、高齢のため転職困難、ある

いは何らかの事情で就労機会を失くしてしまっ

た高齢者はかつての炭鉱地域に留まり、一部の

者は老人ホーム（養老院）に入所した。その３

表１ Ａ養護老人ホームの変遷とそれを取り巻く社会環境

年次 施設変遷 北松炭田地域及び社会環境

１９５８

（Ｓ．３３）

（４月）北松浦郡町村長から長崎県に対し建

設の陳情書提出→公共事業費の削減により見

送り

３月末長崎県内の石炭による災害死傷による

労災９，６３０人、（北松）失業増大、１～５月発

行離職票１，６９４人分、うち８６，８％が元鉱夫、

炭労争議の頻発

１９５９

（Ｓ．３４）

（１１月）建設開始、小学校分教場跡に管理棟、

老人棟２棟新築

（北松）炭鉱離職者数２，９２５人（１９５７年４月

から１９５９年９月まで）、炭坑離職者臨時措置

法制定、労働組合の政治闘争化

１９６０

（Ｓ．３５）

（４月）１市１１町２村の共同利用施設「養老

院」として開設、対象年齢６０歳以上高齢者、

収容定員６３人、職員８人（院長１・事務職員

１・看護師（兼）１・寮母２・嘱託医１・雇

員２）

景気の後退、三井三池争議（１９９７年炭坑閉

山）、炭鉱ストライキの頻発、（北松）ブラジ

ル移民団出発

１９６１

（Ｓ．３６）

産炭地域振興臨時措置法制定（経済社会活動

の場として再生発展のため）、国民皆年金制

度、（北松）炭鉱離職者職業訓練開始

１９６２

（Ｓ．３７）

（北松）南米移民団（７家族）出発

１９６３

（Ｓ．３８）

老人施設として名称変更、寮母の増員、職員

９人（院長１・事務職員１・看護師１・寮母

３・嘱託医１・雇員２）

不況ムード、企業格差の増大、老人福祉法制

定（施設の３区分化）、（北松）ボリビア移民

団（３家族）出発

１９６４

（Ｓ．３９）

院長から園長へ改称、職員９人（園長１・事

務職員１・看護師１・寮母３・嘱託医１・雇

員２）

１９７０

（Ｓ．４５）

過疎地域振興計画

１９７２

（Ｓ．４７）

「社会福祉施設の緊急整備について」答申（収

容の場から生活の場への変換をめざし）
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年後の１９６３（昭和３８）年８月、老人福祉法制定

に基づき養老院は養護老人ホームに名称変更さ

れる。また、制定により入所要件として６５歳以

上の者で、環境上の理由及び経済的理由ととも

に「身体上若しくは精神上の理由」が挙げられ

ていたが、２００６（平成１８）年の改正により入所

要件とともに施設目的の変更がされた。入所要

件については、「身体上若しくは精神上」の要

件が削除された。また施設目的については、積

極的な自立支援の指向が位置づけられる文言と

なった。したがって、今日の老人福祉法に基づ

く養護老人ホームとは、「６５歳以上の者であっ

て、環境上の理由及び経済的理由により、居宅

において養護を受けることが困難な者を入所さ

せ、養護するとともに自立した日常生活を営

み、社会的活動に参加するために必要な指導や

訓練を行うことを目的とする入所施設」である

（社会福祉用語辞典）。ただし環境上の理由に

ついて、健康状態は、「入院加療を要する病態

でないこと」、環境の状況は、「現在おかれてい

る環境下では在宅において生活することが困難

であること」とされている。したがって、「身

体上若しくは精神上の理由」は問わない、措置

の対象外とするものではないことが老人ホーム

１９７３

（Ｓ．４８）

物価暴騰・オイルショック→石炭の見直しへ

北松炭田地域の石炭採掘終了（閉山）、（北松）

企業誘致（地域の再生発展のため）、

１９７４

（Ｓ．４９）

（３月）収容定員６０人、生活指導員、栄養士、

調理員の設置、職員１４人（園長１・事務職員

１・生活指導員１・看護師１・寮母３・栄養

士１・調理員３・嘱託医１・雇員２）

「社会福祉施設整備計画の改定について」答

申（職員の配置等）

１９７５

（Ｓ．５０）

（４月）寮母の増員、職員１５人（園長１・事

務職員１・生活指導員１・看護師１・寮母

４・栄養士１・調理員３・嘱託医１・雇員

２）

１９７８

（Ｓ．５３）

（２月）寮母、調理員の増員、職員１８人（園

長１・事務職員１・生活指導員１・看護師

１・寮母６・栄養士１・調理員４・嘱託医

１・雇員２）

１９９０

（Ｈ．２）

バブル崩壊と不況、雇用不安顕在化

２００４

（Ｈ．１６）

（３月）民間に移行、（４月）園長から施設

長へ・寮母から介護員へ改称、事務職員の増

員と調理員の削減、職員１８人（施設長１・事

務職員２・生活指導員１・看護師１・介護員

９・栄養士１・調理員０・嘱託医１・雇員

２）

２００６

（Ｈ．１８）

老人福祉法改正「養護老人ホームの入所要件

と施設目的の変更」

＊職員数欄の下線は名称・数の変化を示す。筆者作成。
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の入所措置等の指針に示されている。その後も

法律改正等により施設概要は少しずつ変化しな

がら、２００４（平成１６）年に町行政下から民間に

移行された。

職員配置について、寮母の職務内容は身辺介

助、掃除洗濯とそれに付随する雑務、生活指導

等で家事労働の延長であり、主婦の誰もがやっ

ている仕事で、専門職として位置付けることは

難しいとされていた。２００４年に介護員へ改称さ

れている。雇員は当直要員で、生活指導員は基

準第５条で規定されている、「被収容者の生活

の向上をはかるため適切な指導を行なう能力を

有すると認められる者」である。１９７４（昭和４９）

年の社会福祉施設整備計画の改定に基づき生活

指導員とともに、栄養士及び調理師の設置がさ

れている。元職員によれば、それまでは町役場

の栄養士が日中勤務しており、調理員は夫婦住

み込みで食事を作り、寝泊まりもしていたとい

う。したがって、雇員以外の職員の当直はなかっ

たといわれる。このことから食事は開設当初か

ら栄養士及び調理師の両者で準備をしていた

が、養老院の職員数に含まれていなかったもの

と推察される。

以上、政策の変更は養老院から養護老人ホー

ムへの名称変更や入所要件、入所者の待遇、職

員配置等にも影響を与えた。

２）施設を取り巻く社会環境

１９５８（昭和３３）年、Ａ養老院（のちの養護老

人ホーム）建設案が出た頃は炭鉱労働者の争議

やストライキが全国的に多発し、景気はすでに

後退していた。その年の後半に岩戸景気に入っ

ても石炭産業は好景気に転じなかった。その原

因は、景気変動ではなくエネルギー革命にあっ

たからだといわれる。これにより中小炭鉱は倒

産が相次いだ。また倒産を免れた炭鉱でも賃金

の遅れや資材の未払いが広がり、企業整備や人

員整備に取り組まなければならない状況にあっ

た。そんな中、１９５９（昭和３４）年には炭鉱離職

者臨時措置法が制定されるが、離職者が滞留し

た産炭地域の問題は社会問題に発展したといわ

れる３。

北松炭田地域も石炭産業の動向に大きく影響

を受け、鹿町町では１９５４（昭和２９）年から炭鉱

の休廃鉱が始まり失業者が続出した。そのた

め、当時から失業対策事業として海岸線新設工

事や道路工事、敷地造成工事などが継続して行

われている。１９６１（昭和３６）年、経済社会活動

の場として地域の再生発展のため産炭地域振興

臨時措置法が制定されるとともに、炭鉱離職者

職業訓練も開始された。１９７３（昭和４８）年には

鹿町町を含む北松炭田地域における石炭採掘の

歴史は終わった。その年のオイルショックは、

１９５８（昭和３３）年以来、１５年にわたって斜陽産

業として全国的に苦悩を続けてきた石炭の見直

しの転機となった。しかし、排煙による公害規

制、貯炭場や灰捨場の入手難などにより国内炭

の需要増にはならなかった。その後、石炭の単

価は３倍に上昇しても、同時に経費も上昇し赤

字経営は続いた。また円高により海外炭が割安

となり国内炭の貯蔵は増加したといわれる。そ

の後、産炭地域の跡地利用と地域経済浮揚のた

めに硝子の原料製造業やメリヤスシャツ類の製

造業、漁船・ボート製造業、紳士用ワイシャツ

製造業等４社の企業誘致が行われた。また注目

されるのは、１９６０（昭和３５）年からブラジル、

南米、ボリビアに移民団が出発した点であり、

低迷する地域経済からの脱出であったと推察さ

れる。

さて、石炭産業が深刻化した１９５４（昭和２９）

年当時の鹿町町を含む北松炭田地域の炭鉱及び

そこに暮らす人々の生活状況の一端を、『炭鉱
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誌―長崎県石炭史年表』から一部抜粋し、資料

として下記に示した。この中で、炭鉱地区にお

ける生活の困窮化、欠食児童・長欠児童の増

加、生活苦による精神症状の発症、汚水による

感染症の発生、年少者の人身売買、母親の日雇

い稼ぎ（抗夫や主婦の売春等として）による養

育基盤の脆弱化、家族崩壊などの実態を見るこ

とができる４，５。国策であるエネルギー政策の変

換は、人々の安全と豊かな暮らしを護る憲法２５

条に規定する生存権の保障を揺るがす問題を顕

在化させていた。

２．Ａ養護老人ホームに暮らす人々の実態

開設当初の入所者は、生活保護法のもと原則

６０歳以上の行き場のない高齢者であった。その

後、老人福祉法のもと６５歳以上の者で、「経済

的理由」「環境上の理由」「身体上・精神上の理

由」に限ると規定された。これらの経緯を踏ま

（１月）鉱害 佐々川流域の世知原、吉井、
佐々、水洗炭汚水で被害

（２月）鹿町町２抗閉山
（３月）中小鉱業１～３月休廃止１９鉱、小

佐々町１抗開抗
（４月）県内不況、１９５３年４月１２９鉱４３，３００

人、１９５４年４月１０６鉱３７，９００人で減
少、休廃坑２３鉱（小鉱が大部分）

（６月）北松県教委、児童救済―北松地区高
校生の授業料免除申請の通達、小中
学生向ビスケット５，０００人分送付予
定
臨時県教育委員会会議報告「健康障
害、不良化のおそれ」で対策：無償
給食実施、ユニセフミルク・乾パン
の配布、義捐金募集の県民運動、政
府への協力申し入れ
吉井町吉井北小４５０人の過半数（炭
鉱地区の子弟）２４０人が昼食を持た
ず登校、長欠２０人、健康診断（純炭
鉱関係１７０人、給食１６４人対象）の結
果：栄養失調寸前７８人で短縮授業開
始
鹿町町鹿町小１，０３４人中炭鉱地区指
子弟９６人弁当なし、栄養失調１８６人、
長欠２０人、学用品不足１８０人
鹿町町鹿町中４７０人中長欠１５人、朝

夕食ぬき弁当だけ４０人
北松地域欠食児童報告（県教委）―
（全体）休廃坑で犯罪増加、人身売
買、日雇稼ぎへの転向、子どもの学
力低下・不良化が目立つ。（長欠）
８５０人で理由は母親の日雇稼ぎで留
守番、子守など家事、生活困窮、母
親と一緒に労働、昼食・学用品がな
い、生活苦による家族の発狂。（短
期欠席者）４，４７３人で理由は食事が
ない、断続的欠食、代用品で体力不
足、家庭不和。（欠食児）朝７１０人、
昼１，２６０人、夕４１９人、食事なし、芋・
そうめん・うどんの代用食、現金収
入がなく調味料のみを副食とし野菜
でくいつなぐ、１日１度のぞうす
い、じゃがの代用食

（７月）県内町村赤字、北松１１を含む計１７の
炭鉱町村窮乏。休止３８鉱、廃止４１鉱
北松児童救済―県教祖メリケン粉を
パン工場へ送り欠食児に配給、ゼノ
神父から鹿町小へ菓子・衣類等、そ
の他日赤等から募金品や慰品の提供
松浦炭鉱社宅で子ども・大人の集団
赤痢、原因は鉱水道ろ過施設での殺
菌の不完全
鹿町町１抗閉山
北松給食拡大化、５校のみ完全給食

（１２月）県内賃金未払―炭鉱４２件、造船２８
件、県内全１１１抗のうち休廃２２抗、
大手９及び中小８０が出炭制限
北松企業整備３８鉱４，３００人対象、松
浦市２抗開抗、鷹島村２抗閉山、鹿
町町１抗閉山

資料 昭和２９年北松炭田地域の炭鉱及び人々の
生活状況

出所：前川雅夫『炭鉱誌―長崎県石炭史年表』葦
書房、１９９０年、５９４～６０２ページより転記。
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え、入所時の年齢、性別、本籍地、入所前の住

まい、入所理由、入所直前の職業、障害の有無

を俯瞰する。なお入所理由については、入所者

本人および身元引受人や関係者の発言やその状

況を自治体の職員が判断し、上記３点の理由の

いずれかに該当した場合に措置を行った。した

がって、その際の記録を使用しカテゴリー分類

を行っている。

� 入所時の年齢

開設された１９６０年１２月末日は、５０歳代８人、

６０歳代１７人、７０歳代１４人、８０歳代５人の計４４人

の者が入所していた。

図２では、６０歳代の者は減少傾向にあり、１９８９

年以降平成期は低位に推移する。７０歳代の者は

１９８８年までの昭和期は高位に推移しているが、

平成期は減少傾向にある。８０歳代の者は１９８０年

以降上昇傾向にあり、１９８９年平成期に入るや７０

歳代の者に代わり上位に推移する。同じく９０歳

以上の者も平成期から上昇傾向にあり、施設の

高齢化が伺える。

なお老人福祉法では対象年齢を６５歳以上とし

ているが、６０歳以下の者であっても、老衰が著

しく、かつ救護施設に余力がないため入所でき

ない場合や、初老期における認知症がある場合

などいくつかの特例が老人ホームの入所等の指

針に示されている。この点から時折５０歳以上の

者の入所も認められたと推察される。

� 入所時の性別

１９６０年は４４人（１２月末日）の入所者で男女同

数であった。図３では、次第に男女差は拡がり、

平成期に入ってからは女性が増加し、年間４０人

前後を受け入れている。一方、男性は減少し、

年間１５人前後を受け入れている。その後ともに

変動は認められない。

� 入所時の本籍地

表２では、１９６０年から２００３年末までに５９７人

の高齢者の入所があったが、うち北松浦郡を本

籍とする者が半数を占める。次に、長崎県内、

九州圏内と続く。九州圏内を除く全国は８．７％

に及ぶが、地域差は認められなかった。また、

１９６０年代は北松浦郡に続き長崎県を除く九州圏

図２ 入所時の年齢

注）１２月末日集計

長崎県立大学東アジア研究所『東アジア評論』第６号（２０１４．３）

－６６－



内に本籍をおく者が多いが、１９７０年以降は北松

浦郡に続きその周辺の長崎県内に本籍をおく者

が多い。さらに、北松浦郡及び長崎県に本籍を

おく者を合わせると全体の７割を超える。なお

１９９０年以降入所者の減少傾向にあることから、

入所者の高齢化が伺える。

なお韓国籍の入所者について、江迎炭鉱では

採炭夫の減少を朝鮮人労働者で補ったことが、

当時の「賃金台帳」で確認でき、採炭作業の大

半を担っていたといわれる６。

� 入所前住所

表３では、１市１１町２村に住所がある者は５４７

人で大半を占め、近隣の平戸市等長崎県内に住

所がある者も含めると、全体の９９％強を占め

る。特に施設がある鹿町町が全体の１７％で、こ

れを中心に近辺に広がり、１市１１町２村の近隣

へさらに広がっている。このことから、共同利

用施設としての役割を担っていることが分か

る。

� 入所前の住まい

１９６０年４月１日は在宅１８、不明２９の計４７人の

表２ 入所時の本籍地

本籍地

入所年
北松浦郡

長崎県内
（北松浦郡
を除く）

九州圏内
（長崎県を
除く）

全 国
（九州圏内
を除く）

不 明 韓 国 年度計

１９６０～１９６９ ７２ ３５ ６３ ２１ ２ ０ １９３

１９７０～１９７９ ８７ ２５ １６ １３ ５ ０ １４６

１９８０～１９８９ ７６ ２３ １３ １０ １ １ １２４

１９９０～１９９９ ５６ １１ ７ ４ ３ ０ ８１

２０００～２００３ ３７ ９ ２ ４ ０ １ ５３

計（割合％） ３２８（５４．９） １０３（１７．３） １０１（１６．９） ５２（８．７） １１（１．８） ２（０．４） ５９７（１００）

注）１２月末日集計 注）単位：人

図３ 入所時の性別

注）１２月末日集計
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表３ 入所前住所 単位：人

前住所

入所年

１市１１町２村 平

戸

市

佐

世

保

市

東

彼

杵

郡

大

瀬

戸

町

南

高

来

郡

福

岡

県

不

明

年

度

計

鹿
町
町

江
迎
町

佐
々
町

松
浦
市

吉
井
町

小
佐
々
町

田
平
町

福
島
町

大
島
村

生
月
町

宇
久
町

小
値
賀
町

鷹
島
村

世
知
原
町

１９６０～１９６９ ３４ １５ １９ ３２ １４ ４ １１ １７ ５ ８ １ ６ １０ ４ ３ ８ １ １ １９３

１９７０～１９７９ ２３ ２０ １７ １１ ７ １１ ４ ４ １０ ４ ７ １５ ２ ６ ２ １ ２ １４６

１９８０～１９８９ １９ １３ １６ １ １１ １０ １１ ２ ６ ９ ２ ５ ６ ５ ７ １ １２４

１９９０～１９９９ １９ ８ ５ １ ７ ９ ７ ４ ３ ２ ２ ４ １ ９ ８１

２０００～２００３ ８ １１ ５ １ ６ ５ ２ ６ ２ １ ４ ２ ５３

計 １０３ ６７ ６２ ４６ ４５ ３９ ３５ ２７ ２４ ２１ ２１ ２１ １８ １８ ２４ １２ ８ １ １ １ ３ ５９７

注）１２月末日集計

表４ 入所前の住まい

住まい
入所年

在 宅 施 設
病 院
（精神科）

不 明 年度計

１９６０～１９６９ ８６ １ ５（１） ７９ １９３

１９７０～１９７９ １０７ ３ ２１（９） １４６

１９８０～１９８９ ７７ ２ ４０（１２） １ １２４

１９９０～１９９９ ４０ １７ ２０（３） １ ８１

２０００～２００３ ３１ １３ ９（１） ０ ５３

計（割合％） ３４１（６１．７） ３６（６．５）
９５（２６）
（１７．２）

８１（１４．６） ５５３（１００）

注）４月１日集計 注）単位：人

表５ 入所理由（在宅から入所へ）

入所年理由 １９６０～１９６９ １９７０～１９７９ １９８０～１９８９ １９９０～１９９９ ２０００～２００３ 年度計

同居者との同居が困難 ３２ ２５ ２０ １２ ４ ９３

介護が受けられない ９ ２２ ９ ９ ４ ５３

心身状態の低下 ３ １３ １５ ９ １１ ５１

住む所がない ８ ２１ １３ ２ ４４

共同生活を希望 ６ ８ ８ ２２

経済的困難 １４ ６ １ １ ２２

周囲に迷惑をかけている ５ ４ ２ ４ ４ １９

将来の不安 １ ３ ５ ２ ３ １４

同居家族の入所に伴い一緒に ３ １ １ ２ ７

看護・介護を受けたい ２ ２ ４

周囲に迷惑をかけたくない １ １ ２

不明 ８ １ １ １０

計 ８６ １０７ ７７ ４０ ３１ ３４１

注）単位：人
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入所者で開設された。表４では、１９６０年から２００３

年末までに５５３人の高齢者の入所があったが、

うち在宅者は全体の約６割を超えている。また

病院から施設への入所者も多く、全体の約１７％

を占め、そのうち約３割弱が精神疾患をもつ者

である。次に施設が続くが、前述の３か所のい

ずれも含まれない不明者は８１人で多く、しか

も、その大半が開設当初に偏っている。これは

炭鉱の不況による賃金の未払いや失職等、ある

いは関連事業の影響により住まいを転々とする

者が多かったためではないかと考える。

� 入所理由

在宅からの入所者は３４１人である。表５では、

その主な入所理由として、「同居者との同居が

困難」「介護が受けられない」「心身状態の低

下」「住む所がない」の順に挙げられるが、「家

庭の事情」「住宅事情」「経済的事情」「病気・

障害」等に類型化される。つまり心身の状態が

低下しているにもかかわらず、看護・介護が受

けたいが受けられない状況や同居者の経済的困

難な状況が伺える。また、５位に位置する「共

同生活を希望」については他の理由と異なり、

人と交わっていたいという入所者の思いが伺え

る。

� 入所直前の職業

表６では、男性の場合、「炭坑」に就労して

いた者が最も多く、１９６０年から１９８９年までの昭

和期において入所者が多い。次いで「農業」「建

設業」が続く。「その他」の内訳は、製鉄所、

鉄工所、製剤工場、網修理、旅館、庭師、火葬

場、商店、竹細工問などで１～２人が就労して

いた。

女性の場合、「女中・家政婦・奉公・家事手

伝」が最も多く、男性と同様に１９６０年から１９８９

年までの昭和期において入所者が多い。次いで

「農業」「炭坑」が続く。「その他」の内訳は、

林業、寮母、紡績、洗い張り、新聞配達、バタ

屋、皿洗、部屋貸などで１～２人が就労してい

た。農・漁業の第一次産業を除き、旅館・飲食

業関連のサービス業等に就いていた者が多く、

独身者が多かった。なお松浦炭鉱では採炭夫の

減少を女子労働者で補ったといわれる８。

「炭坑」に就労していた者は、男女あわせた

場合６９人で最も多い。男性は、１９８０年代まで多

く、北松炭田の石炭採掘終了してから１０年後で

ある。女性は少数であるが、時期に関係なく入

所が見られる。

� 入所時の病気・障害の状況

近年、疾病構造の変化、病名の改称、障害の

とらえ方、健康に対する意識などが変化してお

り、開設時の１９６０年代とは異なる点がある。し

たがって、病気・障害のある者と健康な者の境

界が不明な者も多く、全体の割合が明確にでき

ず傾向を見るにとどまる。身体障害に関しては

障害者手帳から、精神的疾患及び知的障害、認

知症に関しては医師の診断書から抜粋し分類化

した。

表７では、単独の４障害のうち「身体障害」

をもつ者が最も多いが、年度間の格差はほとん

どない。しかし、近年「認知症」をもつ者が増

加傾向にある。「その他」は重複障害者で、「身

体・精神障害」「身体・知的障害」「身体障害＋

認知症」「精神障害＋認知症」「身体・精神・知

的障害」「精神・知的障害」「精神・知的障害＋

認知症」などが含まれている。

１９６０年代から１９７０年代前半では約４割に健康

状態に関する記載が認められなかった。また「健

康」と記載されている者は約２割であったが、

その中に「変質者」「麻薬歴あり」「偏屈」「軽
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率」「横着」「愚鈍」「勝気」「独善傾向」などが

付け加えられている者も各１人ずつ認められ

た。また、１９７０年代後半から１９９０年代前半で「健

康」と記載されている者は約８％程度で、１９９０

年代後半から２００３年までで「健康」と記載され

ている者は１％弱であった。

以上の点から、近年「健康」な者の入所者は

減少し、多くの者が何らかの病気・障害をもっ

て入所しているが、これが再就職の機会を得ら

れない要因になっていると考えられる。

表６ 入所直前の職業 単位：人

職 業 １９６０～１９６９ １９７０～１９７９ １９８０～１９８９ １９９０～１９９９ ２０００～２００３ 年度計

男性

炭坑 １４ １７ １３ １ ２ ４７

農業 ５ ７ ６ ５ ３ ２６

半農半漁 １ １ ２

漁業 ２ ５ ２ ９

建設業 ３ ２ ４ ２ １ １２

出稼ぎ ２ １ １ １ ５

日雇 ３ ３ ３ ９

家事手伝 １ １ １ ３

なし １ ２ １ ４

その他 ６ ２０ １１ ８ ５ ４４

不明 ５３ １３ ２ ９１

計 ９９ ６６ ４６ ２１ １４ ２５７

女性

炭坑 ６ ５ ５ ５ １ ２２

農業 ３ １２ １２ ９ ２ ３８

半農半漁 １ １

漁業 １ ２ １ ４

建設業 １ １ １ １ １ ５

日雇 ２ ３ ３ ８

女中・家政婦・奉

公・家事手伝
１３ １３ １７ ５ ５ ５３

仲居・芸者・

旅館・飲食店
２ １ ６ ３ ２ １４

飲食店経営・

商店経営
３ ２ ３ ８

和裁・縫製 ３ １ ２ １ ７

行商 ２ ３ ２ ２ １ １０

なし ２ ３ ２ １ ８

その他 ８ ６ １３ １０ ７ ４４

不明 ２９ １７ ６ １４ １９ １１８

計 ７２ ６５ ７４ ５７ ３９ ３４０

総 計 １７１ １３１ １２０ ７８ ５３ ５５３

注）業種名については、時代背景の重要性から当時の名称をそのまま使用 注）４月１日集計
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� 考察－Ａ養護老人ホーム設置の意義

施設設置の意義を考えるとき、設置者側と入

所の対象者側の２つの側面がある。前者は、「共

同利用施設として財政上・運営上の意義」であ

る。後者は、施設職員が述べた「行く場を失っ

た高齢者の保護」と、施設設置案を出した町長

の「教育的意義」である。そこで、後者の２点

についてその意味を考えたい。

１．行き場を失った高齢者の保護

北松炭田地域の中核産業である採炭事業の終

了は町の様相を変えたといわれるように、それ

に従事する炭鉱労働者の存在及び影響は大きい

ものであった。施設入所者の実態を振り返る

と、「入所時年齢」では、年齢が次第に上昇傾

向になるが、同時に病気・障害をもって入所す

る者が増加した。特に年々、認知症をもつ者が

増加し時代を反映する。「性別」では圧倒的に

女性が多いが、これはまず女性の長寿化が挙げ

られる。また、１９６０年前頃より離婚が増加し、

職をもたない女性にとって生活は困窮化した。

当時の女性は正規職員としての職業をもってい

るものは少なく、今日の年金等の社会保障制度

の対象になりにくい者たちであったことが自立

を困難にしたものと考える。「入所時の本籍地」

「入所前住所」「入所前の住まい」では、北松

浦郡及び長崎県に本籍をおき、住所は鹿町町中

心に近辺に広がり、大半が１市１１町２村及び隣

接する平戸市、佐世保市であった。しかも在宅

からの入所者が多い。このように多くの収容者

のニーズは、共同利用施設としての意義にもつ

ながる。また、「入所理由」では、病気・障害

により心身の状態が低下する中、同居者からの

介護が受けられない、あるいは、住むところが

ない、経済的困難等が挙げられる。つまり労働

者層である扶養者（子どもら）が採炭事業の低

迷・終了により住まいを離れなくてはならな

い、あるいは他の地域へ職を求めて移動を余儀

なくするために、介護ができにくい状態になっ

たことが推察される。また、「入所前の職業」

では、農・漁業関係者以外は、石炭産業に関連

した職種に従事していた者が多く、その経済動

向は生活に大きく影響を与えたことが伺える。

炭鉱労働者は、一般に職員、鉱員、組夫の三

層に区分され、組夫は下請け鉱員で臨時夫も含

まれる。小林ら７は１９７３年から約１年かけて夕

張地区９社２６７人に対し炭鉱労働者三層の特質

（学歴・炭鉱経験・賃金・家族類型）について

調査した。その結果、「学歴」について、職員

層は概ね旧制中学校・工業学校以上で、鉱員層

は大半が義務教育段階までで、組夫層も同様な

表７ 入所時の病気・障害の状況

病気・障害

入所年
身体障害 精神疾患 知的障害 認知症 その他

１９６０～１９６９ ４ ４ ２
１９７０～１９７９ ７ ３ １ ４ ２
１９８０～１９８９ ９ ８ ５ １１ ７
１９９０～１９９９ １４ ６ ２ １７ ５
２０００～２００３ ５ ５ ４ ２３ ４

計 ３９ ２６ １４ ５５ １８
注）単位：人
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傾向であった。「炭鉱経験」について、職員層

は全員が２４歳以前、多くは２０歳未満で入職、鉱

員層はこれより若干高い程度、組夫層は３０歳以

上で炭鉱に入った者が半数近くを占めた。しか

も職員層は全修業年数と炭鉱経験年数と現企業

経験年数とが一致しているのに対し、鉱員層、

特に組夫層になると就業年数が長いにもかかわ

らず現職が極めて短い。つまり職業移動が高年

齢になってから激しくなっている。「賃金」に

ついて、職員層は固定給で社内預金等を除き平

均手取り１７．５万円、鉱員層と組夫層は平均では

大差はないが、完全請負制の組夫の中には職員

と同じような収入を得ていた。したがって組夫

だから賃金が安いというわけではない。しか

し、不安定な給付体系や現物支給部分及び社会

保障における劣悪さを考慮すると、総体として

職員・鉱員・組夫の賃金に格差があった。この

賃金格差は「家族類型」とも関連する。職員→

鉱員→組夫と子ども数が多くなり、職員は高い

賃金で子どもが少なく、老親扶養は多い。組夫

の場合は親・兄弟との関係が疎遠になってい

た。したがって、老後に介護など生活問題が生

じやすいのは高年齢になってからの職業移動が

激しく、不安定な収入で、子供も多い組夫層で

あった。

また炭鉱職員は、石炭産業が活況時の昭和２０

年代は、原則として大学卒業者及びそれに準ず

る知識を有する者の中から採用されていた。３０

年代後半以降、石炭産業が衰退していく中で、

高学歴職員採用が困難となる一方、「合理化」

過程の中で大量の人員整備により職員の補充が

必要になった。企業は労務管理政策のうえから

も鉱員の中から優れた知識・技能を有し、しか

も企業の経営方針を受け入れる者を職員として

登用する制度を復活した８。このように、合理

化はすなわち機械化であり、それに対応できる

優れた知識・技能を持つ鉱員は職員へ、持たな

い鉱員は組夫と同じ処遇へと降りていく。また

組夫も同じく知識・技術を持たない者は他の鉱

業へ、開抗された炭鉱へと移動していく。加え

て高齢化は処遇には不利な要因となった。

表８は、Ａ養老院が開設された１９６０（昭和３５）

年の北松炭田地域１市７町の炭鉱の概況であ

る。鉱業権者数５３、職員２，０８５人、常傭労働者

１５，９６８人である。可採炭量は２２１，９６１千ｔに対

し３４年度出炭量２，６１８千ｔで、１％程度の採炭

量である９。可採炭量に対し低額な海外炭の輸

入やオイルショック、企業の合理化・機械化と

人員整備による石炭産業の不況は、町の経済に

大きく影響を与えたものと考える。合理化・機

械化に対応できる組夫は他県の炭鉱地へ移動を

繰り返していくが、同時に親・兄弟とも疎遠に

なっていく者が多い。のちに病気・障害をもつ

高齢者となり転職も困難で行き場を失う。した

表８ １９６０（昭和３５）年の北松炭田地域の炭鉱

松浦市 江迎町 小佐々町 佐々町 鹿町町 世知原町 福島町 吉井町 計

鉱業権 １３ ５ ４ １３ ４ ４ ２ ８ ５３

職員（人） ４２５ ３１２ １１６ ３０３ ４０５ ２４０ １９３ ９１ ２，０８５

常傭労働（人） ３，５７３ ２，５６８ ８６０ ２，４１８ ２，５１７ １，９０４ １，４７７ ６５１ １５，９６８

３４年度出炭

（千ｔ）
５７９ ４２３ １２８ ５５３ １２８ ３５９ ３６６ ８２ ２，６１８

可採炭量

（千ｔ）
９３，７８４ ４，６０９ ４，９４９ ２０，２６８ ５，５８５ ８３，３１１ ３，２３１ ６，２２４ ２２１，９６１

出典：前川雅夫『炭鉱誌―長崎県石炭史年表』葦書房、１９９０年、７８６～７８７ページより転記。
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がって、１９５９（昭和３４）年に制定された炭鉱離

職者臨時措置法からも漏れてしまい、施設への

入所となったと考えられる。

以上の点から、行き場を失った高齢者を保護

し、生活の安定と自律を進める上で施設設置の

意義はあったといえる。

２．教育的意義

施設設置に対する町長の「教育的立場からの

意義」について考察したい。当時の炭田地域に

おいては度重なる坑内事故、繰り返す閉鉱と開

鉱、解雇・失職、賃金の未払い、これらによる

生活の困窮化、欠食児童・生活保護家庭の増

加、子どもの不良化、主婦の売春等が絶え間な

く続いていた。特に高齢者の再就職は難しく、

病気・障害は家族の精神的・経済的負担をさら

に強める。子どもたちを取り巻く環境を整える

ための方策の一つとして養老院建設に至ったと

考える。

１市１１町２村の松浦市の場合、採炭事業はや

はり町の産業の中心で２２０年の歴史を持つ。北

松浦半島の北部にあるが、東は伊万里と境を接

し、西は田平町、江迎町、南部は吉井町、世知

原町の各町と接し、北部は松浦湾を抱き、海を

隔て、市の前面に福島町、鷹島村を望む位置に

ある１０。採掘された石炭は外国船や四国の製塩

業者へ販売された。１９５１（昭和２６）年から次々

と操業が始まり、１９５４（昭和２９）年をピークに

その後次々と閉山。１９６９（昭和４４）年に全ての

炭鉱が姿を消した。１９６０（昭和３５）年当時の炭

坑数は大小合わせ１３鉱業、職員及び常傭労務者

（鉱夫）は総勢３，５７３人であった１１。これに臨時

夫といわれ、炭坑間を転々と移動していく者の

数を含めて考えた場合、相当の炭鉱関係者数に

上ることが想定される。

さて、昭和３０年代前半の松浦市の街の状況の

一端を、『炭鉱史』から抜粋し、資料として下

記に示した１２。当時の松浦市には、試掘鉱区と

採掘鉱区があったが、前者で１９区、後者で大小

４０を超える鉱山があったものと思われる。また

その鉱業権者には大小さまざまな会社や個人経

営者が含まれていた。その中に小規模の中島鉱

業や大手の中興鉱業もあった。坑内の出水や事

故も多く、閉鉱と開鉱は頻繁に繰り返されてい

た。そのため会社側は賃金や税金の未払い額が

増大した。一方、炭鉱労働者とその家族の生活

は困窮化し、開鉱された場所を求めて転々とし

た。タケノコ生活といわれるように、手持ちの

家財道具や衣料品などを売りながら生活費を捻

出する暮らしをつないでいたことが分かる。家

を失い集団で野宿する者たちもいた。このよう

な町の産業の低迷化は家族の生活、特に弱者と

いわれる高齢者や子どもたちへの影響は大き

い。

以上、高齢者を保護することにより家族の負

担を軽減することが子どもたちの育成及び環境

の改善につながるという意味において施設設置

の意義はあったといえる。

昭和３０年（１９５５）
４月中島鉱業全山休山 ５月調川 江口
吉松 大小松の各鉱あり
調川小（１，３６２人）欠食児＝１０日１８０人、
１６日２５０人。調川中（６３３人）欠食児
＝１０日５４人、１６日８８人
失業保険満期→炭鉱スクラップ売り食
い→タケノコ生活
家財売り尽くし、子供は早退しツワ、
ワラビ取りで飯代り、売り歩き、不
良が横行し PTAと学校との話し合
いで１０日から小、中女子は集団下
校、４時まで帰宅商店にも波及、農
家は野菜、飯、果物ドロが相次いだ

６月未払い賃金７００万円公租１，０００万円、資

資料 昭和３０年代前半の松浦市の状況
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� おわりに

北松炭田地域にあるＡ養護老人ホームとそこ

に暮らす人々の歴史の約４４年間を、当時の社会

背景から俯瞰してきた。その結果、�エネルギー

革命による炭鉱の閉山で仕事を失い生活に困窮

する高齢者とその家族が多く発生してしまっ

た。�仕事を求めて他県の鉱山等への人口移動

が起こり核家族化によって高齢者の介護が困難

となった。�病気や障害のため炭坑離職者臨時

措置法の対象からも漏れてしまった「行き場の

ない高齢者」が多く発生してしまった。�子ど

もの育成と環境を改善するため高齢者を保護す

る必要があった。以上４点の社会的背景から救

貧的な養老院の必要性が増大し、１９６０年１建

設、１９６３年の老人福祉法による養護老人ホーム

建設への名称変更へ至ったということが明らか

となり、その施設設置の意義の大きさを知るこ

とができた。

今回の研究は、１９６０年から２００４年の町行政下

にあった４４年間を対象としているが、その後Ａ

養護老人ホームは民間へ委譲され、入所者も高

齢化によって認知症高齢者が増えている。今後

もＡ養護老人ホームで暮らす高齢者の実態とそ

の社会的背景を把握していくことは意義がある

と考えられ、今後の課題としたい。

材未払い５００万円借入１，０００万円、計３
千数百万円中島鉱業休山で金ぐりつか
ず従業員家族１，３００人危機

６月（松浦）欠食児２，０００人うち炭鉱関係
６割

昭和３１年（１９５６）
１月中島鉱業は２０数億の負債で経費節減の
ため元中島の大志佐、志佐・・・各炭
鉱住宅の元鉱夫４１６世帯に１月３１日ま
で家屋明け渡しの請求 （住人）失対
人夫や生活保護、１月７日松浦市議会
に善処陳情、（市）早期解決困難の見
通し

２月２０日（松浦市）徴税・・・・昭和３０年
度５，６００万円、昭和３１年度１，４００万円
計７，０００万円滞納ありたり

昭和３３年（１９５８）
５月８日江口 中興鉱業、古洞より出水
死者２９人（５月５日頃）ガスが出、出
水の兆候（５月７日）坑内で大きな地
鳴り、地盤がゆるみ地下水・・・発
見・・・３８人のうち９人脱出、２９人絶
望・・・①出水の２抗閉鎖、３抗開
抗、②１２８人解雇・・・

昭和３４年（１９５９）
９月下旬（松浦市）炭鉱離職者そのまま炭
鉱住宅居住、３００世帯、離婚増加（今
福町）住の谷抗跡、保護世帯３３が集団
生活、月６５００円の生活保護、電灯は数
年前からストップ、飲料水は炭鉱住宅
下の川水・・・弁当がなく運動会の数
日前から休んでおく児童・・・

１ 厚生省社会局老人福祉課監修（１９８７年）『改訂
老人福祉法の解説』中央法規出版、３～６ページ。
２ 養護老人ホームしかまち（２０１０年３月）『創立５０
周年記念誌 養護老人ホームしかまち』２ページ。
３ 田中智子（２０１０年）「戦後の三池炭鉱における労
務管理と労働者の抵抗に関する研究―三池炭鉱が内
包した問題に着目して―」佛教大学大学院紀要 社
会福祉学研究科篇 第３８号、６１ページ。
４ 前川雅夫（１９９０年）『炭鉱誌―長崎県石炭史年表』
葦書房、５９４～６０２ページ。

５ 時事通信社（１９５５年）『日本労働年鑑第２８集１９５６
年版』、１８９～１９０ページ。

６ 田中直樹（１９６９年）「戦時下における炭鉱労働者
について―労働力構成を中心にして―」慶応義塾大
学大学院社会学研究科紀要 第９号、２８ページ。

７ 小林甫、中川勝雄、岩城完之「炭鉱労働者の生活
史分析に関する一考察：労働者三層（職員・鉱員・
組夫）の比較分析」北海道大學教育學部紀要２７、１９７６
年、４８‐５１ページ。

８ 前掲書７）、５１ページ。
９ 前掲書４）、７８６～７８７ページ。
１０ 松浦市（１９９３年）『炭鉱史』商工観光課、２ページ。
１１ 前掲書４）、７８６～７８７ページ。
１２ 前掲書１０）、７６～８１ページ。

出所：松浦市『炭鉱史』商工観光課、平成５年、
７６～８１ページより転記（一部改変）。

注
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